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１ 農薬安全防除マニュアル利用の目的 

  

この農薬安全防除マニュアル（以下「マニュアル」という。）は、農薬使用による危害防止

などについて、これまでの知見等をもとに基本的な内容を取りまとめたものである。 

病害虫・雑草の発生様相や環境条件に対応した適切な農薬の安全使用対策を講じ、農薬

使用量削減や低毒性農薬使用のために役立たせることを目的とする。 

このため、次の事項を遵守する。 

(1) 病害虫・雑草の防除には、耕種的防除を組み入れ、できる限り農薬を使用しない 

方法を優先する。 

(2) 病害虫・雑草診断マップや予察灯などの調査結果に基づいた的確な防除を行い、 

農薬使用量の削減に努める。 

(3) 農薬の使用方法や危害防止対策など環境への影響を配慮した総合的な管理計画 

（防除計画等）を策定する。 

(4) 使用する農薬の特性や環境条件を十分考慮し、適切に防除できるものを選択する。 

(5) 農薬の散布に当たっては、農薬安全使用についての点検リストを活用し、農薬によ 

る危害防止に努める。 

 

２ 農薬安全防除マニュアル利用上の注意事項 

 

 ○農薬安全使用の点検 

農薬の散布作業に当たって、点検しなければならない基本的な注意事項や事故発生 

時の対応内容を示した。 

農薬使用管理責任者は、農薬散布を行う場合には、必ず点検する。 

また、農薬関係法令（農薬取締法や毒物及び劇物取締法など）を遵守して、細心の

注意を払い、農薬を取り扱う。 

 ○耕種的防除による減農薬管理 

農薬による防除に偏ることなく、耕種的な防除方法を組み入れて総合的な病害虫・

雑草の防除方法を行う。 

 ○発生予察による適正散布 

病害虫・雑草診断マップなどで正確に病害虫・雑草の発生状況を把握し必要最小限 

の防除活動を行う。 

 ○安全防除技術 

耕種的な防除やできる限り農薬を使わない方法により病害虫・雑草の発生を防除す

ることが先決であるが、やむを得ず農薬を散布する場合は、診断マップなどで蓄積し

たデータをもとに、低毒性で、より効果的な薬剤を選択する。 

 ○病害虫・雑草の安全防除の進め方 

マニュアルの活用の仕方を図示すると次のようになる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 農薬安全使用の点検 

  農薬は、決められた使用方法や使用上の注意事項を守らなければ思わぬ事故につなが

るものである（農薬の使用方法が変更になっている等）。 

  使い慣れた農薬や日頃行う散布作業でも、慣れからおこる不注意で事故が起こる。 

 

(1) 農薬安全使用点検リスト  

農薬使用管理責任者は、農薬の安全かつ適正な取り扱いが行われるよう、次の点検 

項目を必ず確認する。 

 

 

農薬安全使用点検リスト （  年  月  日） 確認者（       ） 

   ○農薬散布作業者に対する点検 

 

 

 



 

(2) 農薬中毒の応急措置 

農薬は、使用方法を誤ると思わぬ事故につながるので、農薬容器のラベルに書かれ 

ている表示事項を守ることが重要である。 

万一、農薬による中毒を起こした時は、直ちに作業を中止するとともに、手遅れに 

ならないよう病院に搬送するまで（救急要請した場合は救急車が到着するまで）の応 

急措置に心がけ、到着後は医師（又は救急隊員）の指示に従うとともに、中毒原因の 

農薬容器やラベルを見せ、正しい手当をうけさせることが重要である。 

 

 

 大阪中毒１１０番  ＴＥＬ（０７２）－７２７－２４９９ 

（２４時間） 

 

 つくば中毒１１０番 ＴＥＬ（０２９）－８５２－９９９９ 

（９時～２１時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 登録農薬の検索方法 

  登録農薬の確認については以下のサイトで検索することができる。 

農林水産省の農薬登録情報提供システム（URL：https://pesticide.maff.go.jp/）の

サイト上で「農薬名」や「作物名」、「病害虫」、「有効成分」など項目から農薬を検索する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報 

  近年、無人ヘリコプターに加え、ドローン（マルチコプター）による農薬散布が増加 

している。これらドローン等を飛行させるには、航空法による許可・承認申請が必要と 

なっている。また、短時間で農薬を散布することができる一方で、高濃度の農薬を使用 

することからドリフト等に細心の注意を払う必要がある。 

  これらに関係する情報は、農林水産省及び国土交通省、環境省のウェブページで確認 

することができる。 

 

 (1)   航空安全に関するルール 

無人航空機による農薬等の空中散布については、航空法に基づき、事前に国土交通 

大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要となっている。 

 

   ・航空法における無人航空機の一般的な飛行ルールについて（国土交通省） 

     https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 

・無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続きについて（国土交通省） 

     https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html 

 

(2) 農薬の安全使用に関するルール 

無人ヘリコプター及び無人マルチローター（ドローン）による農薬の空中散布を行 

う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うための目安が以下のガイドラインにより示さ 

れている。 

 

・無人ヘリコプターによる農薬の空中散布ガイドライン 

（令和元年 7月 30日付け元消安第 1388号農林水産省消費・安全局長通知） 

・無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン 

（令和元年 7月 30日付け元消安第 1388号農林水産省消費・安全局長通知） 

   ※これらは、無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報（農林水産省）の 

    ウェブページから入手することができる。 

      https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120507_heri_mujin.html 

 

 (3) ドローンで使用可能な農薬 

   ドローンで使用可能な農薬は、以下の農林水産省のウェブページから確認すること 

ができる。 

     https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nouyaku.html 

 


